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か悪いことがあるとすべて「親日派はけしからん」

となる。しかし北朝鮮に対しては融和政策をとり、

中国に対しては非常に妥協的である。中国に対し

ては事大主義で何も文句が言えない。日本にはさ

んざん竹島のことを言ってくるが、中朝国境や北

朝鮮との国境にも領土問題が沢山あるのに、中国

が「黙れ」と言うと、韓国はそれ以上何も言わな

い。こういう政権だ。その結果として日米韓の協

力を弱体化させている。

　韓国の国内政治で一番大きな問題は、大統領の

独走を止めるメカニズムがないことだ。特に文在

寅は、今年4月の総選挙で圧倒的な勝利を収めた

ため、誰も抑えられなくなってしまっている。で

は、なぜ政策的に失敗ばかりしている文在寅が

勝ったかというと、当時新型コロナを封じ込めた

からだ。その独裁体制の現状だが、行政の局長以

上には、全共闘出身みたいな人が入っており、司

法では、最高裁・憲法裁の人は、ほとんどが文在

寅政権や政権に近い人が任命した人たちだ。言論

で政権を批判するのは、朝鮮日報・中央日報・東

亜日報の三大紙だけ。あとのマスコミは、政府に

気を使ってあまり批判しない。だから、政府を牽

制することはほとんどできなくなっている。唯一

のネックは、恐らく支持率の低下だ。さらに支持

率が落ち込んで、次の大統領に左派系の人が選ば

れないことが、今の文在寅政権にとって最大の懸

念材料だろうと思う。文在寅は長期左派政権を何

とか継続しようと、大統領就任式で「すべての皆

様に奉仕する大統領になります」と立派なことを

言った。しかしやったことは「積弊の清算」だ。

「積弊の清算」とは前の保守政権の業績をたたくこ

と。そうして国論の分裂を進めていった。そこに

は親日派の排除もある。

　さて北朝鮮の状況はどうなっているかというと、

今年はとにかくひどい。経済制裁・新型コロナ・

洪水の三重苦。新型コロナの感染者が1人もいな

いなんて、絶対に嘘だ。その北朝鮮は、韓国をど

う見ているか。最近、文在寅に対しては、「本当に

あいつはけしからん」と敵視している。その始ま

りは、ベトナムの米朝首脳会談の失敗だったと思

う。米朝首脳会談を行うにあたって、文在寅はア

メリカに「北朝鮮は、非核化する意思があるよ」

と言い、金正恩に対しては「非核化の意思をちら

つかせれば、制裁を解除してくれるよ」と言って、

お互いを引き合わせた。しかし、実際に会ってみ

て物別れに終わってしまった。金正恩は絶対的な

君主だから失敗は許されないのに、手ぶらで帰っ

てきた。「文在寅けしからん」ということになって、

文在寅敵視政策がそこから強くなってきた。

　ここで文在寅政権の政策がうまくいかない理由

を五つ挙げてみた。「現実無視」、「言行不一致」、

「誤り認めず」、「国益無視」、「不作為」だ。

　「現実無視」というのは、例えば失業率が悪く

なっているのを、実際には財政支出で国民に金を

配って辻褄を合わせている。「言行不一致」は、就

任式の演説で言ったこととやっていることが全然

違う。「誤り認めず」は、失業率や土地政策の失敗

を認めない。「国益無視」は、ＧＳＯＭＩＡ破棄な

どは韓国にとって一番損失が多いことだが、それ

も無視している。徴用工の問題についても、間に

入って調整しようなんていうことは一切やらない。

これが文在寅政権だ。文在寅政権が続く限り、抜

本的な日韓関係改善は難しいと思う。なぜか・・・

文在寅が歴史の見直しにものすごくこだわってい

るからだ。

　菅総理は、文在寅政権に対して相当不信を抱い

ている。2015年に、「慰安婦問題」で合意をなし遂

げたとき、菅官房長官（当時）は朴大統領の秘書

室長と連絡を取りながら、間に入って随分調整し

た。それを反故にして、しかも秘書室長は今、監

獄につながれている。菅総理は相当怒っているは

ずだ。「徴用工問題」でも、解決案らしきものは

持ってくるが、日本が受け入れられるような案は

一切持ってこない。支持率が低下してくると、ま

すます「親日派たたき」をして、日韓関係がちょっ

とでもうまくいかないと、すぐ反日に転回する。

　朴槿恵さんと大統領選挙で争っているときに、

私は文在寅に一度だけ会ったことがある。私は大

使として「日本と韓国の経済的結びつきは非常に

強い。これまで日本は、韓国の国際社会での地位

向上のため、いろいろと協力してきた」と縷々説
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明したが、彼は日韓関係について一言もコメント

せず質問もなし。「日本は南北統一をどう思って

いるか。北朝鮮との関係をどうするのか」それし

か聞いてこなかった。それが文在寅だ。

　韓国人の対日観は、中長期的に見ると随分改善

していると思う。60年代は、大学で日本の勉強し

ている人は、親戚にもそのことを言えなかった。

70年代は、大学生が交流で日本に行って帰ってき

ても日本の印象について言えなかった。80年代は

「教科書問題」で、ソウルにいる日本人はタクシー

にも乗れなかった。90年代は慰安婦の問題が起き

た。大使館に慰安婦団体が来てトマトや卵を投げ

つけられた。そして今、まだ6～7割の人は「日韓

関係は悪い」、「日本はけしからん」と言う。その

ときに考えるのは日韓の歴史関係と政治関係だけ。

日韓の交流は考えていない。

　文在寅の歴史感はどうか。去年の正月、ＮＨＫ

の記者が文在寅に、日韓関係についてどう思うか

と聞いたら、「日本は歴史問題について謙虚な姿

勢が必要だ」と言った。謙虚な姿勢とはどういう

ことか。要するに歴史問題について、「俺たちの

考えが正しい、おまえたちは間違っている。俺た

ちの言うことを聞け」ということだ。冗談じゃな

い。また同じ年の就任2周年で、進歩系の学者の

元老たちが「日韓関係を何とかしなければだめ

じゃないか」と言ったら、文在寅は「日本は、歴

史問題を政治利用している」と言った。元老の人

たちもさすがにあきれて、あとでマスコミに対し

「政治利用しているのはどっちだ」と言っていた。

　先ほど話したように、日本人の対韓イメージは

最悪だ。むしろこれからは、こちらのほうが問題

になるのではと思うくらいだ。今までの日韓関係

では日本が一方的に譲歩してきた。韓国からの譲

歩案は、私が記憶している限り出てきたことがな

い。譲歩案を出せば国内でたたかれるから出せな

いのだ。でも、それでは交渉はうまくいかない。

　徴用工の問題は、既に請求権協定で解決済みだ。

これをまた持ち出してくるということは、日韓請

求権協定を振り出しに戻そうということだ。さす

がに日本が賃金不払いだとは言ってこないが、日

本が韓国を不法に支配した、それに伴う賠償だと

いう言い方をしている。そうすると、何でもこれ

に当てはまる。そんなものは認められるはずがな

い。文在寅は、「大法院・最高裁の判決に従わなけ

ればいけない」と言っているが、最高裁の判事は、

文在寅が選んだのだ。今の検察や裁判所に対する

影響力からして「最高裁の判決だから、自分は何

もできない」なんて言えるだろうか。それまでの

政権は「この問題は解決済みだ」としてきたが、

文在寅になって「問題は未解決だ」と判決を誘導

している。仲裁には応じられない、日本が受け入

れられる解決案は出さない。要するに日本に譲ら

せる以外、解決しようという意思が感じられない。

この問題は日韓の外交交渉の問題ではなく、韓国

国内でどのように解決するかという問題だと思う。

　慰安婦の問題も、請求権協定で完全に解決済み

だ。解決済みだが、我々は慰安婦の事情も理解で

きるから、人道的に対応してきた。しかし韓国政

府は、慰安婦の問題は交渉で取り上げていないか

ら未解決だという。慰安婦団体は、日本政府が法

的な責任を認めてないからだめということで、こ

の問題の解決を妨害してきた。これが今までの歴

史だ。2015年に、安倍さんと朴槿恵で問題は解決

した。このときに二つ重要なポイントがある。一

つは、日韓双方が対等に交渉で譲り合った。今ま

では日本が一方的に譲って、韓国はちょっとしか

譲っていない。もう一つは、慰安婦の問題に対し

てこれまで韓国政府は、「挺対協」という慰安婦団

体としか相談してこなかった。朴槿恵さんは、そ

の財団の長に対して、「すべての慰安婦だった人

と話をしろ」と言って、その結果、7割から8割の

人が合意を受け入れた。すべての人に当たればそ

うなのだ。もっと言うと、日本の国民募金で慰安

婦に償い金を渡した「アジア女性基金」がある。そ

のとき慰安婦団体は、「これは国民募金であって、

政府の金ではないからだめだ」と言って、金を受

け取らせないようにした。最初に7人の慰安婦が

受け取ったが、その人たちに「日本から金を受け

取ることは、自分で売春婦だと証明しているよう

なものだ」と言った。慰安婦だった人たちが一番

嫌がる言葉は「売春婦」という言葉だ。それを慰
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安婦の支援団体の人が言うのだ。そして韓国政府

にお金を出させて、日本から受け取らなかった人

にお金を渡した。でも、韓国政府からお金をも

らった人の多くは、あとから日本のお金を受け

取っている。このときに変な介入をしなければ、

ほとんどの慰安婦の人たちは日本からお金を受け

取って、この問題は解決している。それを邪魔し

たのは挺対協だ。なぜなら、解決してしまうとも

う自分たちの活動はできなくなってしまうから。

　さて、日韓関係を経済面からみると、韓国は明

治維新を手本に発展してきたから、韓国の経済構

造はほとんど輸出が中心だ。それも日本から部

品・素材を輸入して、それを加工して輸出する。

最近では、第3国でインフラを開発するときに日

韓は協力している。文化的にも、日韓関係は非常

に近い。一昨年には700万人ぐらいの韓国人が観

光に来日した。中国からは800万人弱ぐらいだか

ら、人口差を比べると10倍以上だ。韓国人は日本

が好きなのだ。また韓国では日本の小説がベスト

セラーになっている。それからラーメン、カレー

ライス、居酒屋、日本酒など、日本の大衆グルメ

が韓国でとても人気がある。

　このように近い関係もある日韓だが、文政権は

国益を無視した政治で、日韓関係を平気で壊して

いる。これからは、文在寅政権相手には毅然とし

て対応する。このあとの日韓関係をどのように考

えるか、よく話し合って対等の関係をつくってい

く。そして客観的な視点で、「外国である」という

認識のもとでつき合うことが大事なのだと思う。

　そしてバイデン政権。バイデンさんは北朝鮮に

厳しい姿勢を取っていくと思う。そうなった場合

に北朝鮮は、また挑発をしてくるのではないか。

またトランプ政策を「文在寅に乗せられて、トッ

プダウンで3回も首脳会談をやって、全然成果が

ないじゃないか」と批判している。バイデンさん

は実務的に北朝鮮の非核化の意志が確認され、そ

の方向性が出てこないかぎり会うつもりはないだ

ろうと思う。

　そんななか、韓国は米中の間を行ったり来たり

して「安保は米国、経済は中国」などと言って中

立的に外交をやろうとしているが、実際には中国

に寄り添っている。「中国は怒らせたら怖い、ア

メリカは多少怒らせても許してくれるだろう」と

いうのが、経験値からしてあるのだと思う。ただ、

今のアメリカは、技術覇権や人権問題について中

国に対して厳しい。米中対立のなかで、これから

はアメリカ単独で中国とやりあうのではなくて、

国際協調のもとで対峙していくことになるだろう。

クアッド（日米豪印）の連携を強化していくとい

うことだが、「韓国は、正式にアメリカから言われ

たことはない」と消極的だ。しかし、クアッドに

ついてのルールは何度も説明しているし、協力し

てほしいというのがアメリカの強い意志だろう。

韓国は今のところ逃げ回っているが、「こんなこ

といつまでできるのか」という感じがする。

　そしてアメリカは、「日韓関係を改善しろ」と相

当言ってくるのではないか。日米韓の連携のため

には、日韓がよくなることが不可欠だ。オバマさ

んは、朴槿恵と安倍さんが合わない時期に2人の

パイプ役をしていた。それと同じことをバイデン

さんもするのではないか。そのときに徴用工の問

題をどう扱うかということが、非常に大きな問題

になってくると思う。韓国はそれを見据えて、最

近は政治宣言の話とか、「オリンピックに向けて

仲良くしよう」とか、調子のいいことを言ってい

る。やっぱりバイデンさんに対して、韓国の実態

をきちっと説明し、バイデンさんをこちらに引き

つけておくことが大事だと思う。とにかく文在寅

政権は、北朝鮮との関係を中心にすべてを見てい

る。中国に対して秋波を送っているのは、北朝鮮

に対して影響力があるのは中国だということもあ

るのだと思う。

　文在寅政権は、韓国国内でも、また日韓関係に

とっても非常に問題のある政権だが、あとまだ1

年半続く。その害をなるべく少なくするには、ど

うつきあうかということを考える。とにかくクラ

イシスマネジメント（危機管理）しかないのが、

今の日韓関係なのかなという感じがする。　

（文責　事務局）
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コロナ禍でお困りの事業者の皆様方を支援する通販サイトです！！コロナ禍でお困りの事業者の皆様方を支援する通販サイトです！！

事業者の皆様へ事業者の皆様へ

千葉県 特化に したモール型         サイトモール型         サイト
2021年5月1日よりプレオープン

※2021年8月1日よりグランドオープン予定

通販　

初期費用なし 出店費用なし
(ランニングコスト)

コンサル派遣サービス

千葉県産業復興支援サイト「ありがとねっと」千葉県産業復興支援サイト「ありがとねっと」

HPを充実
させたい
HPを充実
させたい

通販サイトの
仕組みが
分からない

通販サイトの
仕組みが
分からない

フードロスを
無くしたい
フードロスを
無くしたい

通販サイトの
手数料が高い
通販サイトの
手数料が高い

広告費用が
かさむ

広告費用が
かさむ

売上を
上げたい
売上を
上げたい

通販サイトに
出店したい
通販サイトに
出店したい

コンサル派遣で
出店・利用方法も
らくらく簡単！

コンサル派遣で
出店・利用方法も
らくらく簡単！ HPの充実や

広告費用の
削減も可能!

HPの充実や
広告費用の
削減も可能!

オンライン
販売で解決
オンライン
販売で解決

フードロス
解消も可能
フードロス
解消も可能

リピーター
対策も可能
リピーター
対策も可能

低価格での
スタート!
低価格での
スタート!

コロナ禍の中
どうしたらいいの？
コロナ禍の中

どうしたらいいの？

A
R
I G

A T O N
E

T

で解決!!で解決!!

0120-69-2260
お申込み・お問い合わせはこちら

今今 3ヶ月間無料!!3ヶ月間無料!!*1*2*1*2ならなら

会 員 の 広 場 （株式会社 ジェス）
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　とかく多くのゴルファーは“しっかり握る”と

いうと、“右手親指”に力が入りますが、これは

逆にダフリの原因になるので気をつけてください。

　鍵となる指は、右手の「人差し指」「中指」「薬

指」の3本です！

　この3本はインパクト以降に、クラブを飛球線

方向へ“押す”役割を担っています。

　この指をあらかじめしっかりしておくと、芝の

新芽の抵抗に負けずにフォロースルーがとれ、距

離も計算しやすくなります。

　ゴールデンウィーク明けくらいまでは芝が落ち

着かないので、グリーン周りで苦戦するようであ

れば、ぜひこの方法を思い出してください。

●　石渡プロの直接レッスン実施中！

　体験随時受付中！

≪ゴルフスタジオエフ≫

千葉市中央区新町10レクサス千葉中央2階

（TEL）043-301-7337

●　すぐに使えるゴルフ上達のヒント満載！

「春先のグリーン周り攻略！」

　みなさんこんにちは。石渡俊彦です。

　秋から冬になる時の「トップ」

　冬から春になる時の「ダフリ」

　グリーン周りでよく見かける、四季のある日本

のゴルフ場ならではのミスですね。

　今回はこれからゴールデンウィーク明けくらい

までによく見受けられる、春のグリーン周りの

「ダフリ」対策について説明いたします。

　このケースでの「ダフリ」とは、クラブがボー

ルにうまくコンタクト出来たのにおこるケースを

言います。

　では、なぜうまくヒット出来たのに、そんなこ

とが起こるのでしょうか？

　それは、芝の“新芽”に原因があります。

　どういうことかというと、芝の新芽は生命力に

溢れ、葉や茎の抵抗が強く、クラブヘッドが引っ

掛かりやすいためです。

　その対策としては「打ち方」もありますが、もっ

と簡単な方法があります。

　それは、「グリップ圧」を高めることです。

　クラブを握る圧を、普段より1～2割強く握るわ

けですが、ここで注意したいのは“どの指”をしっ

かりさせるのか？ということです。 

月イチゴルファーの月イチゴルファーの
　　90切りへの近道　　90切りへの近道
月イチゴルファーの月イチゴルファーの
　　90切りへの近道　　90切りへの近道
月イチゴルファーの
　　90切りへの近道

石渡俊彦プロ 第第5500回回

ゴルフスタジオエフ

石渡俊彦　アメブロ
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　VUCA（Volatility：変動性、Uncertainty：不確

実性、Complexity：複雑性、Ambiguity：曖昧性）

の時代といわれる現在、生き残りが問われるのは

企業や行政だけではなく、葬儀や法要を取り仕切

る寺院にまで及ぶようになってきた。令和２年現

在、日本には7万７千余りの寺院があると言われ、

これは大手コンビニエンスストア3社の店舗数を

凌駕するものである。にもかかわらず、寺院の経

営破綻が現実味を帯びているとは、いったい、ど

ういうことなのであろうか。

　本書は、変わりゆく時代のなかで仏教の教えと

いう変わらない価値を伝えるために、築地本願寺

の一連の経営改革を紹介するビジネス書である。

寺院の伝統と僧侶という役割に囚われた人々がで

きないことを、ビジネスマン出身の僧侶という

「余所者」が取り組むという前代未聞の挑戦に焦点

を当てる。ビジネスの世界で、老舗企業が生き

残ってきたのは、時代に合わせてイノベーション

を起こしてきたからであり、宗教などの非営利の

世界でも同じだというのが、本書を通じて一貫す

るメッセージである。

　人口減少の影響に加え、核家族化による血縁の

縮小や地方の過疎化や都市への集中化による地縁

の希薄化によって、寺院に対する帰属意識が弱

まっており、檀家制度も消滅しつつある。三重苦

ともいえる経営環境の変化によって、多くの寺院

の存続は風前の灯なのである。もはや「坊主丸儲

け」という皮肉は過去の遺物になってしまった。

寺院が存続できているのは、当事者である僧侶が

他の職業と兼職して、稼いだ資金を寺院に注入し

て赤字を補填しているからである。自己犠牲を厭

わない敬虔な姿勢によって支えられていることに

目を背けてきたのが実情である。

　寺院の存続は過疎化が進む地方では深刻な問題

である。人口の集中する都市部でも、財務諸表を

並べてみれば一目瞭然であるにもかかわらず、

「寺院はビジネスの場ではない」という言い訳に終

始してきた。むしろ、宗教の世界しか知らないが

ゆえに、打つべき手が皆目検討がつかなかったの

ではないだろうか。それよりも根源的な問題は、

人々の宗教離れを食い止められないことにある。

つまり、寺院が宗教を通じて、人々に心の安寧や

拠りどころをもたらす役割を果たせていないのが、

真の課題なのである。

　築地本願寺の経営改革では、門徒や参拝客や会

員を顧客と捉え、徹底した顧客主義に立ち、「開か

れた寺院」の実現がめざすべき目標となった。21

世紀の開かれた寺院とは、心の悩みや不安を抱え

た人々の心の拠りどころという寺院本来の役割を

見つめ直し、リブランディングを実現するもので

ある。誰もが気軽に足を運べるように敷居を低く

し、顧客との関係を一生涯にわたって継続する仕

組みとして、個々の顧客に寄り添うマーケティン

グを展開し、集いの場であり、学びの場であり、

癒しの場を提供する。

　とはいえ、寺院は伝統という強固な岩盤の上に

根付いた古い組織であることには間違いない。次

世代の担い手である若手職員の多くは、寺に生ま

れて寺で育った宿命を持つ後継者である。スロー

ライフの典型である寺院の変革を担うべく、一般

常識や社会通念はもちろんのこと、成果の達成を

求めるビジネスの思考を習得させるように、人材

マネジメントやリーダーシップの育成にも努める

必要があろう。

　世界を取り巻く環境は大きく変わってきている。

個人も組織も生き残りをかけて様々な変革を思い

描き、実行を繰り返していかなければならない。

理想の追求も大事であるが、しっかりと現実の実

態や環境変化の行方を直視することが喫緊の課題

であり、どの分野にも共通する事実であろう。

評　者
千葉大学大学院社会科学研究院 教授

小川　真実 氏(おがわ　まさみ）

書書書書書書書書書書評評評評評評評評評評「「「「「「「「「「経経経経経経経経経経営営営営営営営営営営者者者者者者者者者者にににににににににに役役役役役役役役役役立立立立立立立立立立つつつつつつつつつつここここここここここのののののののののの一一一一一一一一一一書評 「経営者に役立つこの一冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊冊」」」」」」」」」」」第第第第第第第第第第7777777777第744444444444回回回回回回回回回回回

『築地本願寺の経営学』

安永 雄彦 著 東洋経済新報社：2020年
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第110回

　最近70歳まで雇用義務ができたとの情報

があります。当社では65歳定年でその後の

雇用はまだ考えてないのですが、まずいでしょう

か？

　70歳までの雇用義務は改正されても「努

力義務」なので当面は大丈夫ですが、将来

的には義務になるでしょうから、今から考える必

要があるでしょうね。

　「高年齢者雇用安定法」が令和3年4月1日から改

正されました。「高年齢者雇用安定法」とは、働く

意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を

十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環

境整備を図る法律です。

【今まで】～65歳までの雇用確保(義務)～

・60歳未満の定年禁止

・65歳までの雇用確保措置

65歳未満の定年を定めている事業主は次のいず

れかの措置を講じなければなりません。

　①65歳までの定年引上げ

　②定年制の廃止

　③65歳までの継続雇用制度を導入

【改正後】～70歳までの就業機会の確保

(努力義務)

・65歳までの雇用確保義務に加え、65歳から70歳

までの就業機会を確保するために次の①～⑤い

ずれかの措置を講ずる努力義務を新設。

　①70歳までの定年引上げ

　②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(特殊関係事業主に

加え、他の事業主によるものを含む)

④高年齢者が希望する時は、70歳まで継続的に

業務委託契約を締結できる制度の導入

⑤高年齢者が希望する時は、70歳まで継続的に

以下の事業に従事できる制度の導入

　　ａ．事業主が自ら実施する社会貢献事業

ｂ．事業主が委託、出資(資金提供)等する団

体が行う社会貢献事業

※特殊関係事業主とは、グループ会社のことで

す。

※団体とは公益社団法人に限らず、どんな団体

でも良く、委託・出資を受けていて、社会貢

献活動を実施していれば認められます。なお、

自社と団体との間で書面による契約を締結す

ることが望ましいとされます。

※「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者

の利益に資することを目的とした事業のこと。

事業の性質や内容を個別に判断されます。

※「出資」は事業の運営に対する出資(寄付含む)

や事務スペース提供など必要な援助を行う事

が必要。

　この改正は努力義務ですので対象者を限定する

基準を設ける事が可能です。その場合は次の事項

に留意が必要です。

〇原則として労使に委ねられるが、労使で十分協

議の上、同意を得ることが望ましい。

〇労使で十分協議した基準であっても、恣意的に

高年齢者を排除しようとするなど、法の趣旨等

に反するものは認められない。

【不適切な例】

・会社が必要と認めた者に限る

・上司の推薦がある者に限る

・男性(女性)に限る

・組合活動に従事していない者に限る

　しかし、次の場合は継続雇用制度・創業支援等

措置を実施する場合において、就業規則や創業支

援措置の計画に記載した場合には、契約を継続し

ないことが認められます。(高齢者の健康状態に

は個人差があるので、この記載は必須です)

・心身の故障のため業務に耐えられないと認めら

れること

・勤務状況が著しく不良で引き続き従業員として

の責務を果たしえないこと

　また、シルバー人材への登録や再就職・社会貢

献活動をあっせんする機関への登録等は、高年齢

者の就業先が定まらないため、高年齢者就業確保

措置とは認められません。

【社会保険労務士法人　ハーモニー】

℡　043－273－5980

Q

A
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　今回は、昨年３月に改正法が成立し、本年４月

に施行された、高年齢者雇用安定法に関して取り

上げます。

Ｑ　同法の平成24年改正の目玉は、65歳までの
雇用確保措置の義務づけでした。今回の改正のポ

イントはどこでしょうか。

Ａ　雇用確保措置をとるべき年齢が「65歳まで」
ではなく「70歳まで」となった点です。

Ｑ　定められている内容はどういったもので
しょうか。

Ａ　①70歳までの定年引き上げ、②定年制の廃
止、③70歳までの継続雇用制度（再雇用制度、勤

務延長制度）の導入、④70歳まで継続的に業務委

託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的

に以下の事業に従事できる制度の導入（a事業主が

自ら実施する社会貢献事業、b事業主が委託、出

資・資金提供等する団体が行う社会貢献事業）、の

５つが規定されています。①から③は雇用ですが、

④と⑤は雇用ではなく「創業支援等措置」とされ

ています。雇用ではなくなるため、労働者の過半

数を代表する労働組合との同意や、労働者の過半

数代表者の同意を得ての導入が求められています。

なお、65歳以上への定年引き上げ等を行う事業主

に対しては、65歳超雇用推進助成金制度が設けら

れていますので、定年延長等を実施される場合に

は、併せて検討されてみてはいかがでしょうか。

Ｑ　直ちに70歳まで雇用確保措置をとらないと
いけないのでしょうか。

Ａ　いいえ。今回の改正は、平成24年改正と異
なり、あくまでも努力義務とされていますので、

強制されるものではありません。とはいえ、社会

の流れからすると、義務化される日もそう遠くは

ないため、積極的に検討するべき内容といえます。

また、ハローワーク等の指導助言の対象となり、

それでも改善が認められない場合には当該措置の

実施に関する計画の作成を勧告する場合があると

されていますので注意が必要です。

Ｑ　70歳まで定年延長してもよいですが、希望
者全員の定年を延長することは人事の側面から厳

しいです。対象者を限定することはできますか。

Ａ　平成24年改正は、希望者全員を対象としな
ければならず、対象者の限定は認められていませ

んでした。他方、今回の改正では、制度を設ける

こと自体努力義務とされていることから、対象者

を限定したとしても、直ちに違法となるものでは

ありません。ただし、労働者との間でその点に関

する合意を形成することが望ましいとされていま

すし、男女で差別することや、恣意的かつ曖昧な

基準（会社が認めた者に限る等）を定めた場合に

は、不合理なものとして無効とされる余地があり

ます。

Ｑ　他に留意することはありますか
Ａ　中高年離職者の再就職援助措置などの対象
が、65歳から70歳まで拡大しています。努力義務

とされている再就職援助措置、義務とされている

多数離職届、求職活動支援書の作成は、70歳まで

が対象とされます。

労務法制委員会Ｑ＆Ａ

矯

脅

胸

興
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教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋

弁護士法人リーガルプラス　成田法律事務所

弁護士　宮　崎　寛　之　氏
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セミナー・行事のご案内
詳しくは同封のチラシを

ご覧ください

講演会

日　時
場　所

講　師内　容

6月15日（火）
12：30～14：30
ザ・クレストホテル柏

（公社）ジャパン・プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ
代表理事ＣＥＯ　島田　慎二　氏

第187回経協ランチフォーラム
（県西4支部共催）
「地域におけるプロスポーツの価値」

6月17日（木）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

産経新聞　
正論調査室　月刊正論　発行人
室長　有元　隆志　氏

特別講演
「菅政権の課題とこれからの日本」

7月6日（火）
15：00～18：00
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

元東京オリオンズ（現ロッテ）
選手・コーチ
木樽　正明　氏

新会員歓迎特別講演会
「野球を通じた人と地域の交流」

7月8日（木）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

元駐オランダ大使
日本外交協会理事長
辻　優　氏

第188回経協ランチフォーラム
元駐オランダ大使、日本外交協会理事長が語る
「米中対立のはざまで～日本外交の今後について～」

7月14日（水）
15：00～18：00
志津本

きざき法務オフィス
代表　こころ亭　久茶　氏

研修会（山武・印旛支部共催）
「落語で学ぶ相続・事業承継」

＜新型コロナウイルスの影響により、今後中止となる場合もあります＜新型コロナウイルスの影響により、今後中止となる場合もあります＞＞

委員会・研究部会

日　時
場　所

講　師内　容

5月11日（火)
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士　和田　はる子　氏

労務法制委員会【セミナー】
「職場のメンタルヘルス対策と法的留意点」

書面開催－
組織財務委員会【会議】
「2020度決算報告、会員増強運動について他」

5月13日（木）
14：30～15：45
京成ホテルミラマーレ

－
政策委員会【会議】
「政策要望内容の検討」

5月25日（火)
15：30～17：00
千葉県経営者会館

－
人づくり委員会【会議】
「教育庁との意見交換会」

5月27日（木)
12：00～13：30
TKPガーデンシティ千葉

－
社会貢献活動部会【会議】
「2021年度『ポケットマネークラブ奨学金』の
活動について、2020年度決算について他」

6月2日（水)
15：00～17：00
千葉県経営者会館

弁護士法人リーガルプラス
弁護士　谷　靖介　氏

労務法制委員会【セミナー】
「多様で柔軟な働き方の推進と労務管理の
あり方」

6月4日（金）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

成田国際空港㈱専務取締役
(一社)千葉県経営者協会副会長
濱田　達也　氏

空港特別委員会【講演会】
「ポストコロナの成田空港と地域の成長」

6月9日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

㈱ミセルカ
代表取締役　上口　まみ　氏

中小企業委員会【セミナー】
「ＰＣデータ整理で業務効率化実践セミナー」
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日　時
場　所

講　師内　容

6月18日（金)
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

日本ゴールボール協会
顧問　西村　秀樹　氏

スポーツ応援部会【講演会】
「ゴールボールとパラリンピックの見どころ」

7月6日（火）
13：45～15：00
アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

－
政策委員会【会議】
「政策要望内容の決定（最終案決定）」

7月7日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

リスクコンサルタント/MTRC代表
高橋　勝　氏

中小企業委員会【セミナー】
「まだ続く新型コロナウイルスに備える
リスクマネジメントセミナー」

7月15日（木）
12：00～14：00
京成ホテルミラマーレ

医療法人社団福寿会
理事長　鷲見　隆仁　氏

青年経営者クラブ【講演会】
「千葉市内の新型コロナウイルスの状況に
ついて」

7月27日（火)
15：00～17：00
千葉県経営者会館

けやき総合法律事務所　
弁護士　徳吉　  完　氏
弁護士　柿田　徳宏　氏
弁護士　鳩貝　　滋　氏

労務法制委員会【セミナー】
「ハラスメントの法律と実務」

視察・交流

場　所日　時内　容

市原、鴨川
（京成成田駅東口
コンフォートホテル成田前集合）

5月19日（水）
7：50集合

トロッコ列車で行く温泉（印旛支部主催）

久能カントリー倶楽部5月28日（金）
9：00集合

春季親睦ゴルフ大会（印旛支部主催）

袖ヶ浦カンツリークラブ
6月24日（木）
8：30集合

会員親睦ゴルフ大会「第15回あじさいカップ」（12支部共催）

マザー牧場
7月31日（土）
18：00～20：30

マザー牧場花火大会とジンギスカンの夕べ（君津支部主催）

まるがやつ大多喜
（JR千葉駅東口NTT前集合）

8月20日（金）
13：00～17：15

＜地方創生事業：古民家再生＞
まるがやつ視察（地域経済委員会主催）

研修・セミナー

日　時
場　所

講　師内　容

5月17日（月）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

篤志館㈱
代表取締役
雨間　けい子　氏

女性のためにキャリアアップセミナー

5月26日（水）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
代表社員　特定社会保険労務士
徳永　康子　氏

第1回人事労務講座
「基礎から理解する社会保険・労働保険の仕組みと実務」満員になりまし

た
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日　時
場　所

講　師内　容

6月14日（月）
15：00～16：30
千葉県経営者会館

㈱京葉銀行　法人営業部
㈱NIPPONIA SAWARA スタッフ

「地方創生」金融機関の役割と現場の課題

6月21日（月）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱パルスＥ＆Ｔ
代表取締役社長
伊藤　亜彩子 氏

新任管理職研修

6月22日（火）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

社会保険労務士法人ハーモニー
特定社会保険労務士
森本　哲郎　氏

第2回人事労務講座
「基礎から理解する給与計算」

7月15日（木）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

弁護士法人リバーシティ法律事務所
弁護士　
和田　はる子　氏

取締役の法的義務と責任

7月28日（水）
9：30～17：00
千葉県経営者会館

㈲島田教育総合研究所
代表取締役
島田　義也　氏

若手リーダーパワー＆スキルアップセミナー

8月4日（水）
13：30～17：00
千葉県経営者会館

㈱インソース　
講師　大塚　友子　氏

ビジネス文書力養成講座
～伝えたいことがひと目でわかる文書作成のコツ～

8月5日（木）
15：00～17：00
千葉県経営者会館

千葉労働局職業安定部
職業安定監察官

第3回人事労務講座
「採用選考時の留意点徹底検証」

8月26日（木）
13：30～16：30
千葉県経営者会館

改善コンサルタント
元日本HR協会改善事業部
東澤　文二　氏

改善セミナ基礎編
～3時間で学ぶ！手っ取り早い改善ノウハウ～

第49期労働法大学講座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　全10講　各日13：30～17：00
権威ある経営法曹会議所属の弁護士が、受講者を労働法の第一人者に育てます！

千葉県経営者会館場　所

総務・人事・労務担当者対　象

全講：会員　120,000円　　非会員　150,000円

単講：会員　 13,000円　　非会員　 16,000円

単講申込者は菅野和夫著「労働法」第12版（弘文社刊）と

「労働関係法規集2021年版」を別途ご用意下さい。（全講申込者は参加費に含みます。）

参加費

(消費税別)

講　　　　師テ　　　ー　　　マ日　　　程

皆川  宏之　氏
（千葉大学大学院社会科学研究所 教授）労働法の基礎と人事管理(水)6/23第 1 講

石井  妙子　氏（弁護士）(1)就業規則・労働協約と労働契約
(2)賃金・賞与・退職金の法律実務(月)7/12第 2 講

峰　　隆之　氏（弁護士）労働時間・休憩と休日・休暇の法律実務(火)8/3第 3 講

中井　智子　氏（弁護士）人事異動と出向・転籍の法律実務(月) 8/30第 4 講

深野　和男　氏（弁護士）女性労働、高年齢者雇用、障害者雇用等に関する法律実務(木)9/16第 5 講

山中　健児　氏（弁護士）労働災害、安全配慮義務、その他健康問題への対応と法律実務(火)10/5第 6 講

和田　一郎　氏（弁護士）非典型労働者―有期労働者・パート労働者・
請負労働者・派遣労働者―の法律実務(木)10/28第 7 講

緒方　彰人　氏（弁護士）退職・解雇・懲戒の法律実務(水)11/10第 8 講

丸尾　拓養　氏（弁護士）事例研究「日常管理上のトラブル防止対策」(金)11/26第 9 講

木下　潮音　氏（弁護士）組合活動･団体交渉と不当労働行為(木)12/9第　10　講
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 出 張 研 修 
　教育研修のプロが貴社の社内研修をお手伝いいたします。当協会の経験豊富な「階層別教育」「テーマ

別研修」ノウハウを活かし、あらゆるニーズに合わせた社内研修プログラムをご提示します。これまでに

経協で実施したテーマだけでなく、貴社のニーズにあわせ講師・テーマのピックアップも可能です。費用

は、講師費用（謝礼・交通費）、資料代、会場費のみ。低廉な費用で、講師派遣による社内研修をお考え

なら、まずはお気軽にご相談ください！

　　研修テーマ　お勧めテーマ

　　　「ビジネスで失敗しないためのマナー講座」　「リスクマネジメントセミナー」

　　　「メンタルマネジメントとＥＱリーダーシップ」　「法律知識・コンプライアンス」

　　　「決算書の読み方講座」　「すぐ役立つクレーム対応講座」など

　この他、「新入社員研修」・「若手社員研修」から、幹部候補者向けの本格的な「管理職研修」、「リー煮 紗社社社社社
ダーシップ研修」や、「決算書の読み方」、「改善セミナー」、「会社を良くする『5Ｓ』のやり方」など

の研修プログラムを豊富にご用意しております。貴社のニーズに合わせ、ご提案させていただきます。

申込・手配　 実施希望の2～3ヶ月前までにご相談ください。

　　　　　　 (ご要望のテーマに合わせて、講師を紹介させていただきます)

場　　　所   貴社会議室、地域の商工会議所会議室等ご指定ください。

費　　　用   千葉県経営者会館も会員料金で利用可能です。

　　　　  　 講師謝礼　階層別研修（1日から） 　　：10万円～20万円程度（交通費別）

　　　　　　 　　　　　テーマ別研修（半日から）  ： 7万円～15万円程度（交通費別）

　　　　　　 研修内容・人数等により異なりますので、お打合せの上見積りいたします。

※お申込は、ホームページ(http://www.chibakeikyo.jp/)よりお願いいたします。

お申込・お問い合わせは、事務局まで

ＴＥＬ　０４３－２４６－１１５８

ＦＡＸ　０４３－２４６－０７２９

E-mail　 koborih@chibakeikyo.jp　
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　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。

◇◆◇ お問合せ先 ◇◆◇　35歳からの正社員チャレンジスクエア
　TEL：043-245-9431 
　URL：https://chiba-challenge-square.com/
　E-mail：chiba-hyougaki@pasona.co.jp
３５歳からの正社員チャレンジスクエアは、千葉県が委託(受託者：㈱パソナ)により運営する就職氷河期世代向け専門窓口です。

３５歳からの正社員チャレンジスクエアのご案内

求職者との
交流イベント実施！
（交流会、職場見学等）

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
献

献
献
献
献
献

　県では、県内企業への正社員就職を目指す、概ね35～49歳の方を対象とした専門相談窓口「35歳からの
正社員チャレンジスクエア」を令和3年1月8日に開設しました。

只今、「就職氷河期世代人材」の活用を希望する企業様を募集しています！
　働き盛りで伸びしろのある「就職氷河期世代人材」が、貴社で戦力として活躍できるよう、全力でサポー
トさせていただきます。

☆企業様向けメニューは以下のとおりです。お気軽にご相談ください☆

求人登録無料！

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
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献
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採用・定着
セミナー実施！

権

研

犬

硯

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽牽

献
献
献
献
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意欲のある
人材のご紹介！

権

研

犬

硯
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　会員にとって役に立つ「千葉県からの情報」を提供いただき
掲載しています。詳しくは県庁ＨＰをご参照ください。

　若者向け就職支援施設『ジョブカフェちば』では、「求人情報の登録・公開」、「定着支援・採用支援

セミナー」、「若者と交流できるイベント」を実施し、若者を採用したい企業のお手伝いをしています。

（全て無料です。）

　詳細はホームページをご確認の上、下記窓口までお問い合わせください。

ジョブカフェちば（企業窓口）　船橋市本町3-32-20　東信船橋ビル3階

ホームページ：http://www.jobcafe-chiba.jp/company/

電話（企業窓口）：047-460-5500

※　「ジョブカフェちば」は、千葉県が設置している若者向けの就職支援施設です。

　　若者の就職支援と企業の採用支援を総合的に実施しています。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　ジョブカフェちば のご案内

　千葉県では、在職中の方を対象とした「ちば企業人スキルアップセミナー」を、県内の高等技術専

門校（ちばテク）で実施しています。令和３年度に開講するコースは、下記のとおりです。また、企

業からの要望に応じたオーダーメイド型のセミナーも開催しております。セミナーの詳しい内容につ

いては、下記アドレスから「ちば企業人スキルアップセミナーガイド」を御確認ください。

ちば企業人スキルアップセミナー

　【お問い合わせ先】「ちば企業人スキルアップセミナーのご案内」

　　　　　　　　　　千葉県商工労働部産業人材課　TEL 043-223-2754

　　　　　　　　　　https://www.pref.chiba.lg.jp/sanjin/kunren/skillup/
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会 員 異 動

日本航空㈱成田空港支店

　代表者：成田空港支店長　大八木　淳子

三井不動産㈱千葉支店

　代表者：支店長　小林　幹彦

鹿島建設㈱千葉営業所

　代表者：所長　西里　一

清水建設㈱千葉支店

　代表者：執行役員支店長　原田　知明

北越コーポレーション㈱関東工場

　代表者：執行役員工場長　安藤　邦宏

両総通運㈱

　代表者：代表取締役社長　吉澤　徹

若築建設㈱千葉支店

　代表者：支店長　岡村　純

宗教法人成田山新勝寺

　代表者：貫首　岸田　照泰

大成有楽不動産㈱千葉支店

　代表者：支店長　村井　博巳

国立大学法人千葉大学

　代表者：学長　中山　俊憲

大成建設㈱

　代表者役職：執行役員千葉支店長　山浦　真幸 

ＪＦＥ鋼板㈱東日本製鉄所

　代表者役職：常務取締役製造所長

　冨士本　憲嗣

富士通Ｊａｐａｎ㈱千葉支社（社名）

（旧：富士通Ｊａｐａｎ㈱東関東支社）

　代表者：支社長　利光　泰直

リソルの森㈱（社名）

（旧：リソル生命の森㈱）

　代表者役職：代表取締役　佐野　直人

アサヒビール㈱首都圏業務用統括本部（社名）

（旧：アサヒビール㈱千葉統括支社）

　代表者役職：理事専任部長　中村　昭彦

富士フィルムビジネスイノベーションジャパン㈱

千葉支社

（旧：富士ゼロックス千葉㈱）

　代表者役職：支社長　村田　耕一

京成トラベルサービス㈱

　所在地：八千代市八千代台東1-5-3

　　　　　　京成八千代台東ビル4階

　ＴＥＬ：047-409-3562

　ＦＡＸ：047-409-3563

かまがや総合法律事務所

　所在地：鎌ヶ谷市新鎌ヶ谷4-8-1

　　　　　　平安ビル302号室

（変更箇所のみ掲載しています）

クールビズ実施のお知らせ

　　経営者協会では、地球温暖化防止及び節電への

　対応の一環として、下記の通りクールビズを実施

　いたします。

　　皆様のご理解のほどお願い申し上げます。

　　　期　　間　　2021年5月 1日（土）から

　　　　　　　　　　　　 10月31日（日）まで

　　　内　　容　　通常業務時及び各種会合出席時等の

　　　　　　　　　ノーネクタイでの対応
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千葉中央会計事務所
税務、会計、監査、公益法人会計、相続税相談

お客様から信頼される会計事務所を目指して

公認会計士・税理士 手 島 英 男

公認会計士・税理士 田 中 昌 夫

公認会計士・税理士 本 橋 雄 一

公 認 会 計 士 岸　 健 介

http://www.ccaf.jp 千葉市中央区中央1-2-1

緯043－225－1211㈹
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